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平成28年に東京都内で発生した化学物質及び自然毒による食中毒及び有症苦情事例のうち，当センターで検査した

ものは32件であった．その内訳は，ヒスタミンによるものが15件，フグ毒によるものが3件，貝毒などマリントキシン

によるものが4件，植物性自然毒によるものが4件，キノコによるものが2件，その他の化学物質によるものが4件であ

った．本報では，今後の食中毒検査の参考とするために，原因物質の異なる5事例について報告する．ヒスタミンによ

る食中毒事例は，いわしのつみれを喫食し，発疹や顔面の紅潮，頭痛などの症状を呈した事例で，ヒスタミンの定量

を行った．その結果，残品からヒスタミンを検出し，ヒスタミンを含有した食品を喫食したことによる食中毒と断定

された．フグによる有症苦情事例は，フグの刺身等を喫食して口唇やほほの痺れなどを呈した事例で，フグ毒につい

てマウス単位法により分析を行ったがフグ毒は検出されなかった．ヒガンバナ科植物による有症苦情事例は，植物の

葉を喫食して吐き気や嘔吐，下痢などの症状を呈した事例で，植物鑑定と有毒成分であるリコリンの分析を行った．

その結果，残品はヒガンバナ科の有毒植物であることが判明した．ナス科植物による食中毒事例は，自宅で採取した

植物を喫食して意識不明，散瞳などの症状を呈した事例で，植物鑑定と有毒成分であるトロパンアルカロイドの分析

を行った．その結果，ナス科チョウセンアサガオ属の植物であることが判明した．ニシバイによる食中毒事例は，自

宅で調理したニシバイを喫食して手や口の痺れ，悪寒，下痢，発疹，運動障害等の症状を呈した事例で，鑑定と有毒

成分であるテトラミンの分析を行った．その結果，エゾバイ科チヂミエゾボラであることが判明した．  

 

キーワード：化学性食中毒，ヒスタミン，イワシ，ブリ，フグ，スイセン，ヒガンバナ科植物，リコリン，チョウセ

ンアサガオ，ナス科植物，ニシバイ，サザエ，テトラミン 

 

 

は じ め に 

著者らはこれまで都内で発生した化学物質及び自然毒に

よる食中毒事例を報告してきた1-5）．平成28年1月から12月

の期間内に，当科で取り扱った化学物質及び自然毒による

食中毒及び有症苦情事例は32件であった．その内訳は，ヒ

スタミンによるものが15件，フグ毒によるものが3件，貝

毒などマリントキシンによるものが4件，植物性自然毒に

よるものが4件，キノコによるものが2件，その他の化学物

質によるものが4件であった．本報ではこれらの事例のう

ち，ヒスタミンによる食中毒1事例，フグによる有症苦情1

事例，ヒガンバナ科植物による有症苦情1事例，ナス科植

物による有症苦情1事例及び，ニシバイによる食中毒事例

の計5事例について報告する．表1に平成28年に都内で発生

した食中毒事例のうち，本報で紹介する事例について示し

た． 

 

化学物質及び自然毒による食中毒事件例 

1. ヒスタミンによる食中毒 

1） 事件の概要 

平成 28 年 2 月 9 日，奈良県でヒスタミンによる中毒事

件が発生した．原因食品である「いわしのつみれ」につい

て，製造所を所管する自治体が調査を行ったところ，特定

のロットから高濃度のヒスタミンを検出し，当該ロットに

ついて回収命令が出された．当該ロット品が都内にも流通
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しているとの情報から流通先の調査を行ったところ，2 月

3 日に都内 2 市 5 施設において 12 名のヒスタミンによる

有症苦情が発生していた．いずれの施設においても，当該

ロット品の「いわしのつみれ」を用い，つみれ汁やトマト

スープにして喫食し，喫食直後から口の周りの発赤やじん

ま疹様の症状を呈していた． 

2） 試料 

いわしのつみれ 4 検体（A～D）（図 1），いわしのつみれ

汁 3 検体（E～G），いわしボールのトマトスープ 1 検体． 

3） 原因物質の探索 

いずれの患者とも「いわしのつみれ」を喫食したところ，

喫食直後から口の周りの発赤や顔面の紅潮，じんま疹など

のヒスタミンによる食中毒様症状を呈していた．そこで，

搬入された検体についてヒスタミンの分析を行った．また，

カダベリン，チラミン，スペルミジン及びプトレシンの不

揮発性アミン類についてもあわせて分析した． 

定性及び定量分析は衛生試験法・注解 6)に準じて行った．

すなわち，細切した試料 10 g に水を加えてホモジナイズ

した後，20%トリクロロ酢酸溶液 10 mL を加えて混和し，

水で 100 mL に定容後ろ過してろ液を試験溶液とした．

TLC による定性試験のため，試験溶液を Kieselgel 60 プレ

ート（100 mm×100 mm）に 20 μL スポットした．展開

溶媒としてアセトン‐アンモニア水（9：1）で展開した後，

0.1 %フルオレスカミン・アセトン溶液を噴霧した．365 

nm の紫外線照射下で，標準溶液の蛍光スポットと Rf 値

を比較してヒスタミンなどの不揮発性アミン類の有無を判

定した．さらに，ニンヒドリン溶液を噴霧して加熱後，標

準溶液の赤紫色のスポットと Rf 値を比較し，ヒスタミン

などの不揮発性アミン類の有無を判定したところ，すべて

の検体からヒスタミンを検出した（図 2）．次に，これら

の検体について定量試験を行った．すなわち，標準溶液及

び試験溶液の一定量に内部標準として 10 μg/mL の 1.6-ジ

アミノヘキサン溶液を一定量加え，無水硫酸ナトリウム

0.2 g を加えて溶解後，1%ダンシルクロライド・アセトン

溶液 1 mL を加えて室温で一晩放置した．次に，10 %プロ

リン溶液 0.5 mL を加えて 10 分間放置後，トルエン 5 mL

を加え振とう抽出し，トルエン層を減圧濃縮して残渣に一

定量のアセトニトリルを加え溶解したものを LC 用試験溶

液とし，HPLC で分析を行った．HPLC 条件はカラム：

Acquity UPLC HSS-T3（内径 2.1 mm ×長さ 150 mm，粒子

径 1.8 μm），移動相：アセトニトリル-水（65：35），流

速：0.4 mL/min，カラム温度：40 °C，検出器：蛍光検出

器（励起波長：325 nm，蛍光波長：525 nm），注入量：2 

μL で行った．その結果，いわしのつみれ A からヒスタ

ミンが 100 mg/100 g 検出された．同様にいわしのつみれ B

から 98 mg/100 g，C から 100 mg/100 g，D から 94 mg/100 

g のヒスタミンを検出した．また，調理品であるいわしの

つみれ汁 E から 33 mg/100 g，F から 39 mg/100 g，G から

28 mg/100 g，いわしボールのトマトスープから 70 mg/100 

g のヒスタミンが検出された．なお，これらの検体からそ

の他の不揮発性アミン類は検出されなかった．  

4） 考察 

本事例は，他県でのヒスタミン食中毒事件 7）における原

因食品（いわしのつみれ）の流通先を調査中に，ヒスタミ

ンを含有した当該ロット品を喫食したことによる食中毒の

疑いと診断され検査を行ったものである．その結果，同一

ロットの「いわしのつみれ」から 94 ~ 100 mg/100 g のヒ

スタミンを検出した．また，そのつみれを用いて調理した

つみれ汁やトマトスープ中のつみれから 28 ～70 mg/100 g

のヒスタミンを検出した．「いわしのつみれ」は大阪府富

田林市の水産加工施設で製造され，回収命令の出された 1

ロットの他，3 ロットが自主回収された．回収命令の出さ

れたロットの「いわしのつみれ」では，奈良県で 65 名の

患者が，兵庫県で 13 名の患者が発生しており，都内での

発生をあわせると 90 名の発症者を出す広域食中毒事件と

なった．なお，奈良県での検査では 76 ~ 93 mg/100 g，兵

庫県の検査では 84～98 mg/100 g のヒスタミンを検出して

おり，当センターでの検査結果とほぼ同じであった．これ

らの結果から，当該ロットの「いわしのつみれ」は偏りな

く均一にヒスタミンに汚染されていたことが推察された． 

ヒスタミンによる食中毒は毎年発生しており，本事例の

ような給食施設のほか，飲食店などで起きている 8)．平成
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25 年にも保育園でイワシのつみれ汁を喫食した 307 名中

109 名が発症するという事件が発生している 1)．過去の事

例から，大人では概ねヒスタミンとして 100 mg を摂取す

ると顔面の紅潮や発赤，頭痛などの症状を呈すると言われ

ているが，子供では感受性が高く 5 mg 程度の摂取でも発

症することもある．原因となる魚種もサバやイワシ，ブリ，

サンマ等いわゆる青魚で多く発生している．これらの魚種

はヒスタミンのもととなるヒスチジンを多く含む魚であり，

内蔵やエラなどに付着した細菌（ヒスタミン産生菌）が出

すヒスチジン脱炭酸酵素によりヒスタミンが産生されるこ

とにより発症する．そのため，食中毒の予防には温度管理

等の衛生管理を徹底することが重要である 9)．  

 

2. フグによる有症苦情 

1） 事件の概要 

平成 28 年 12 月 12 日，A 市の医療機関より「12 月 11 日

19 時頃に受診した患者について，フグ中毒の疑いがある．

患者は同日 17 時から飲食店においてフグのコース料理を

喫食し，その 30 分後から口，手指末端の痺れ，吐き気を

呈し，入院している」と保健所に連絡があった．保健所の

調査によると，患者は 11 日 17 時頃から 2 名でフグのコー

ス料理を喫食し，そのうち 1 名のみ発症していた． 

2） 試料 

参考品 2 検体（身欠きマフグ，トラフグ皮）（図 3），患

者蓄尿及び血液． 

3） 原因物質の探索 

患者はフグを喫食し，口唇の痺れを呈し，医療機関によ

りフグ中毒の疑いと診断されている．そこで，衛生試験法

・注解 10）のマウス単位法によりフグ毒の検査を行った．

すなわち，試料 10 g に 0.1%酢酸溶液を加え，かく拌しな

がら沸騰水浴中で 10 分間加熱後，室温まで冷却し，吸引

ろ過した．残渣は 0.1%酢酸溶液で洗浄し，ろ液を合わせ

50 mL に定容した．この溶液 1 mL を体重 16～21 g の ddY 

系雄マウスの腹腔内に投与し，致死時間からマウス単位

（MU）を求めた．その結果，いずれの試料からもフグ毒

は検出されなかった．また，身欠きのマフグ，トラフグ皮

については種の鑑別もあわせて行った．ユニバーサルプラ

イマーを用いミトコンドリア DNA の 16S rRNA 領域及び

cytochrome b 領域について塩基配列を比較した．その結果，

身欠きフグについてはマフグ（Takifugu porphyreus），皮に

ついてはトラフグ（Takifugu ruripes）またはカラスフグ

（Takifugu chinensis）の塩基配列と高い相同性を示した． 

4） 考察 

本事例は，患者の喫食状況及び症状から，飲食店にてフ

グ料理を喫食したことによる食中毒の疑いと診断され検査

を行ったものである．検査に用いた試料は患者の喫食した

ものとは異なる身欠きフグ及び皮であったが，フグ毒は検

出されなかった．同様に患者から採取された蓄尿と血液か

らもフグ毒は検出されなかった．また，身欠きフグと皮に

ついては魚種の鑑別を行った．その結果，身欠きフグはマ

フグと，皮はトラフグまたはカラスフグであると推察され

た．カラスフグはトラフグと非常によく似ているが，臀び

れが黒く（トラフグは白色か紅色），体色や斑紋が異なる

と言われている．本事例では村上らの報告 11)を参考に様

々な方法による DNA 鑑別法を試みたが，両者の違いを見

いだせず，既報と同様，両者の鑑別には至らなかった． 

これまでのフグ毒研究により，フグ以外のフグ毒保有生

物が発見され，フグの毒化が食物連鎖によるものであるこ

とが判明している．昭和 54 年 12 月に静岡県清水市で食

用巻貝であるボウシュウボラによる食中毒事件が発生して

いるが，フグ毒が原因物質であったことが報告されている

12)．その後の研究で，有毒餌生物を遮断した環境下で飼育

したトラフグは毒化しないこと 13)や，肝臓中のフグ毒の

分布に偏りがあることなどが報告されている 14)．しかし，

フグの毒性は個体差，地域差，時季差が大きいとされ，種

類や部位（組織）によっても大幅に異なり，中でも卵巣と

肝臓は最も高毒性の部位となっている 15,16)．そのため，フ

グの有毒部位の取り扱いについては十分な留意が必要であ

る．東京都での過去の事例では，釣ってきたフグを素人が

調理したことによる家庭内での事例が多く 17-19)．平成 27

年 9 月にも友人が釣ってきたショウサイフグ（身欠きにし

たもの）をから揚げにして喫食して，口唇やほほの痺れを

呈し入院した事例もあった．しかし，中には，飲食店でフ

グ調理師が有毒部位である肝臓を調理提供して起きた事例

もある 1)．除毒が不十分な場合や，不適切な取扱いがあっ

た場合には，飲食店での提供が許可されている身欠きフグ

などでも中毒が起きる可能性があるため，今後も十分な注

意喚起を行う必要がある． 
 

3. ヒガンバナ科植物による有症苦情 

1） 事件の概要 

「平成 28 年 4 月 12 日 10 時半頃，自宅の植木鉢から採

取したニラらしい植物をニラタマにして喫食したところ，

1 時間後に吐き気と嘔吐をした」と平成 28 年 4 月 12 日に

保健所に届け出られたものである．  

2） 試料 

喫食残品の「ニラタマ」とニラタマの材料となった鉢植

え植物，計 2 検体（図 4） 

3） 原因物質の探索 

保健所の職員による患者への聞き取り調査の結果，自宅
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の植木鉢に生えていた「ニラ」を卵と炒めて喫食したと回

答していた．この「ニラ」様植物を食べたところ，苦みを

感じたので直ちに吐き出したが，1 時間後に嘔吐を繰り返

し，医療機関を受診していた．ニラタマの残品には緑色の

「ニラ」様植物が含まれていることが確認された．また，

材料は植木鉢に残っていた多数の植物で，土を取り除き外

観の違いで数種類の植物に分類を行った．これらの植物に

ついて植物の鑑別を行った．DNA を抽出し，リボゾーム

RNA の ITS1 領域並びに葉緑体 DNA の matK 領域及び

rbcL 領域の塩基配列を比較したところ，ヒガンバナ科ス

イセン属（Amaryllidaceae Narcissus）に属する植物と高い

相同性を示したことから，ヒガンバナ科スイセン属の植物

と鑑定した．また，この植木鉢にはスイセン属の植物の他

にも，ニラやヤマノイモ科ヤマノイモ属の植物も含まれて

いた（図 5）．さらに，ヒガンバナ科植物にはリコリンな

どの有毒成分が含まれていることから，リコリンについて

LC-MS/MS 法により確認を行った．試料にメタノールを

加えホモジナイズした後，ろ過をしたものを適宜希釈して

試験溶液とし，LC-MS/MS 分析を行った．カラムには

Waters 社製 Acquity UPLC HSS-T3（内径 2.1 ㎜×150 ㎜，

粒子径 1.8 μm）を用い，移動相には 0.1 %ギ酸及び 0.1 %

ギ酸含有アセトニトリルを用いた．その結果，リコリン及

びガランタミンを検出した（図 6）． 

4） 考察 

スイセンやヒガンバナ等のヒガンバナ科の植物には，リ

コリンやガランタミンなどの有毒アルカロイドを含んでい

る 20,21)．リコリンは特に鱗茎に多く含まれ，摂食後 30 分

以内に悪心，おう吐，下痢等の症状を呈する 21，22)．本事

例においても喫食直後から嘔吐等の症状を呈しており，ヒ

ガンバナ科植物を摂食したことによる有症事例と推定され

た．また，本事例以外にもヒガンバナ科植物の誤食による

事例は，都内では昭和 63 年 23)，平成 16 年 24)，平成 17 

年 25)，平成 26 年 4)及び平成 27 年 5) にスイセンの葉をニ

ラと誤食したことによる食中毒が発生している．いずれの

事例でも，自宅の庭においてスイセン等の園芸植物を自生

しているニラと誤認して採取，摂食して中毒を起こしてい

る事が多く，植えた覚えのない野草を採取することは危険

である．ニラには特有の臭いがあるが，ヒガンバナ科植物

には無い 26,27)．また，ニラの球根は小さくシュロ毛に覆わ

れている事から両者の鑑別は可能であるが，今回の事例の

ようにニラとスイセンが同じ鉢に植えられ，同時に採取し

た場合にはニラの臭いがしてしまうため，植えた覚えのな

い植物や種の鑑別に自信の無い植物は摂食しない事が食中

毒の予防上重要である．  

 

4. ナス科植物による食中毒 

1） 事件の概要 

平成 28 年 5 月 25 日午後 3 時，医療機関より「5 月 20

日，意識不明で救急搬送された発症者 1 名について，意識

が回復したことから事情を聞いたところ，発症直前に自宅

で採取した植物を喫食していたとのことである」と保健所

に連絡があった． 

2） 試料 

患者宅から採取した植物 3 検体（図 7）． 

3） 原因物質の検索 
保健所による患者への聞き取り調査の結果から，イベン

トで配布していた「ルッコラの種」を自宅の庭にまき，生

えてきた葉を 5 月 20 日にサラダにして 2 名で食べたとこ

ろ，食後 30 分ぐらいして意識を失い入院していた．喫食

量は発症者は 10 枚，非発症者は 3 枚程度であった．25 日

に意識は回復したものの，散瞳の症状が残ったままであっ

た．患者宅から採取してきた植物は長さ約 40 ㎝，葉は卵

形及びカエデ型で互生，茎は帯紫色で白色の細毛が生えて

いた．そこで，この植物について， DNA を抽出し塩基配
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列を比較して鑑別を行ったところ，ナス科（Solanaceae）

チョウセンアサガオ属（Datura）に属する植物と高い相同

性を示した．また，LC-MS/MS 及び TLC による分析の結

果，スコポラミン及びアトロピンのトロパンアルカロイド

を検出した（図 8）．これらの結果から，発症者の喫食し

たものはナス科チョウセンアサガオ属のケチョウセンアサ

ガオ（Datura inoxia）であると推定した． 

4） 考察 

患者らは 5 月 20 日 11 時半頃に自宅で「ルッコラ」と思

い，植物の葉を採取していた．採取した植物は同日 12 頃

からサラダ等にして喫食したが，食後に意識混濁などの食

中毒様症状を呈し，救急搬送されていた．未調理の残品が

入手できたことから，植物の鑑別を行ったところ，①葉は

卵形及びカエデ型で互生であること，②茎は帯紫色で白色

の細毛が生えていることから，ナス科チョウセンアサガオ

属であることが推察された．チョウセンアサガオ類に含ま

れる有毒物質であるトロパンアルカロイド類について LC-

MS/MS を用いて分析を行った．その結果，スコポラミン

やアトロピンを検出した．また，DNA による鑑別も並行

して行った結果，ナス科チョウセンアサガオ属のケチョウ

センアサガオであることが判明した． 

園芸用品店などで販売されているチョウセンアサガオ類

は，1 年草で上向きの花をつけるチョウセンアサガオ属

（Datura）と多年草で木立または低木で下向きの花をつけ

るキダチチョウセンアサガオ属（Brugmansia）がある

28,29)．本事例のケチョウセンアサガオを栽培したところ，

蕾を付け花が咲いた（図 9）．根をゴボウと，葉をモロヘ

イヤと，蕾をオクラと，種子をゴマと間違えて中毒を起こ

した事例がある 26)．いずれも有毒成分としてヒヨスチア

ミンやスコポラミン，アトロピンなどのトロパンアルカロ

イドを含有する．食べると，口渇や瞳孔散大，意識混濁，

心拍促進，興奮，麻痺，頻脈の他，幻視や幻覚等の症状を

呈する 28,30)．食中毒を回避するうえでは，種の鑑別に自信

の無い植物は摂食しない等，採取する人々への十分な普及

啓発が必要であると考える． 

 

5. ニシバイによる食中毒 

1） 事件の概要 

平成 28 年 11 月 23 日 20 時頃「さざえ」を食べたところ，

1 時間後の 21 時頃から，手と口の痺れが出て，その後，

悪寒や下痢，発疹，運動障害等の症状が出たため，救急車

で医療機関を受診したと喫食者から保健所に連絡があった．  

2） 試料 

巻き貝 2 検体（図 10）． 

3） 原因物質の探索 

保健所による患者への聞き取り調査によると，「さざえ」

は魚屋で購入したものであり，家庭で調理後，喫食してい

た．受診後，店に申し出たが，店長の対応が悪く，保健所

に通報したとのことであった．保健所の職員が店舗で確認

したところ，購入したものは「さざえ」ではなく，「ニシ

バイ」であることが判明した．検体を確認したところ，2

検体ともに食用部分はなく，黒色の内臓だけがわずかに残

っているだけであった．そこで，この部分を用いてテトラ

ミンの定性試験を行った．細切した試料を 50mL 容樹脂製

容器にとりメタノールを 25 mL 加えた後，ホモジナイズ

した．メタノールで 50mL に定容した後，3000rpm で 10

分間遠心分離をし，上静を適宜希釈して LC-MS/MS 用試

験溶液とした．その結果，テトラミンを検出した． 

4） 考察 
患者は「さざえ」と思い，有毒部位である唾液腺をとら

ずに喫食し中毒を起こしたものと思われた．しかし，店舗

への調査の結果，「ニシバイ」であることが確認され，ま

た，検体の貝の形状からもバイ貝であることが推測された．

さらに，機器分析の結果，有毒成分であるテトラミンが検

出された．一方，シトクローム c オキシダーゼサブユニッ

ト 1（CO1）による相同性検索の結果，チヂミエゾボラ

（Neptunea constricta）と高い相同性を示した． 

肉食性の巻き貝であるエゾバイ科エゾボラ属の多くの種

類には唾液腺中にテトラミンを含有しており，これを摂取

した場合，頭痛，めまい，酩酊感，足のふらつきなどの症



Ann. Rep. Tokyo Metr. Inst. Pub. Health, 68, 2017 148

状を呈する（図 11）．通常，数時間で回復し，死亡するこ

とないが，酒に酔ったような症状を呈することから酔い貝

として知られている 31)．本事例でも喫食後 1 時間程度で

しびれや運動障害等の症状を呈していたが，嘔吐や下痢な

どの消化器症状も呈していたため急性胃炎と診断されて，

薬の処方を受けていた．販売店への立ち入り調査では，店

頭に唾液腺を除去して食べること，購入者ができない場合

には無料で除去することが掲示されていたが，本事例の患

者は唾液腺を取らず，そのまま喫食したために中毒を起こ

したものと思われた． 

テトラミンは水溶性で加熱による分解を受けないことか

ら，通常の調理では毒性は失われず，加熱調理によっては

筋肉へ移行することもある．中毒量については種々報告さ

れているが，当センターの過去の事例では 10 ㎎程度の摂

取でも発症していることから 32)，食中毒予防には，唾液

腺を確実に除去することが重要であるため，除去に不安が

ある場合には販売店に依頼することも必要である．なお，

都内では 6 月にも家庭で調理したつぶ貝を原因食品とする

食中毒事例が発生している． 

 

ま と め 

平成28年に当科で取り扱った化学物質及び自然毒による

食中毒及び有症苦情事例32件のうち，ヒスタミンによる食

中毒事例，フグによる有症苦情事例，ヒガンバナ科植物に

よる有症苦情事例，ナス科植物による食中毒事例，ニシバ

イによる食中毒事例の計5事例について報告した．その他，

本報では紹介できなかったが，オゴノリの関与が疑われた

事例や，シガテラ対象魚の誤販売なども発生している．最

後に，これらの調査は東京都福祉保健局健康安全部食品監

視課，各関連の保健所及び東京都健康安全研究センター広

域監視部食品監視各課と協力して実施したものである． 
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Outbreaks of Poisoning by Chemicals and Naturally Occurring Toxicants in Tokyo, 2016 

 

Keisuke KIMURAa, Hiroyuki ASAKURAa, Kimiko KANa, 

and Takeo SASAMOTOa 

 

We investigated five incidents of food-borne poisoning caused by chemicals and naturally occurring toxicants in Tokyo in 2016. This 

report is intended for the prevention and rapid analysis of food poisoning., which consisted of reports of a rash and facial flushing 

following ingestion of a cooked sardine ball and soup Case 1 was a suspected instance of histamine poisoning. Histamine was analyzed 

with a combination of qualitative (i.e., thin-layer chromatography) and quantitative methodology (i.e., liquid chromatography). We 

found that the sardine ball (94–100 mg/100 g) and soup (28-70 mg) contained histamine, respectively. Therefore, Case 1 was a 

suspected instance of food poisoning thought to be caused by histamine. Case 2 was an incident of puffer fish toxin, which involved 

reported numbness of the lips and hands following ingestion of puffer fish. Puffer fish toxin analysis was carried out using mouse unite 

methods. However, puffer fish toxin was not detected in the puffer fish muscle. Case 3 was a suspected instance of plant poisoning, 

which consisted of reported nausea, vomiting, and diarrhea following ingestion of narcissus. Using qualitative methods (i.e., liquid 

chromatography), lycorine was detected from the rhizome. Case 4 was a suspected instance of plant poisoning, which involved reported 

loss of consciousness and mydriasis following ingestion of salad leaves. We identified the plant leaf as the poisonous Datura inoxia, 

which was the likely cause of the food poisoning. Case 5 was a suspected instance of tetramine in marine gastropods, which consisted 

of reported numbness of the lips and hands following ingestion of marine gastropods (Whelk). Tetramine was analyzed using 

qualitative methods (i.e., liquid chromatography) and was subsequently detected in the internal organs. 

 

Keywords: chemical food poisoning, histamine, puffer fish toxin, Amaryllidaceae, lycorine, Datura inoxia, marine gastropods. 

Whelk, tetramine 

 

 

 




